
 

 
 

出願  

方式審査  

公開のため

の方式審査  

  

公 開 

注 1 

公開  

不受理処分、30日 

初審査  

実体審査  

注 2 

再審査  

実体審査  

  

拒

絶

査

定 

訴願  

経済部  

2ヶ月 2ヶ月 30日 

行政訴訟  

第一審  

  

行政訴訟  

上訴審  

  

訴

願

決

定 

20日 

特許出願関連手続きフローチャート 

不公開処分、30日 

証書料及び  

年金の納付  

未納 不公告査定  

公告及び  

証書の交付  

特許査定受領後、3ヶ月以内 
無効審

判  

審決不服、30日 

1. 発明特許出願案は、審査により方式に合わないことがないと共に公開できない事情がないと認められたら、 

願日（最も先の優先日の翌日）から 18ヶ月後に公開されるとする。 

2. 発明特許出願案に対しては、その願日からの 3年以内において、任意者でも実体審査の請求をすることができる。 

知的財産  

裁判所  

最高行政  

裁判所  

拒

絶

査

定 

特許査定受領後、3ヶ月以内 

判

決 

 


